
糸島市子どもの居場所運営に係る業務の公募型プロポーザルに関する質問の回答 

 

番

号 
項目 質問 回答 

１  ①クラウド型業務管理システムの導

入要件について 

・業務日誌の作成、利用児童の登室

管理、および教育支援センターとの

情報共有を迅速かつセキュアに行う

ため、「コドモン」等の ITサービス

の導入を検討しています。 市とし

てクラウドサービスの利用に際し、

特に遵守すべきセキュリティ要件や

制限事項はありますでしょうか。 

 

・ITサービスを使用することにつ

いては、要件等はありませんが、使

用する際は「糸島市子どもの居場所

運営業務委託仕様書」の「10 個人

情報の保護及び守秘義務」に記載の

とおり、個人情報の漏洩等を防止す

るセキュリティを確保してくださ

い。 

また、児童生徒の登室情報等の個

人情報については、適切に管理して

ください。 

２  ②利用者の引継ぎ方法について 

・現在の利用者に関するフェイスシ

ートや支援経過記録等の個人情報の

引継ぎ、およびこどもたちとの関係

性の引継ぎは、どのようなスキーム

（期間・方法）で行われる想定でし

ょうか。 

 

・現在、利用している児童生徒につ

いての個人情報については、基本的

に引き継ぐことはしないこととして

おります。 

３  ③名称および広報媒体の継続につい

て 

・「居場所 Webサイト等の開設及び

運用」とありますが、利用者の利便

性と心理的安心感を考慮し、現在定

着している活動名称（みなも等）

や、既存のホームページ（ドメイン

等）をそのまま継続して使用するこ

とは可能でしょうか。 

 

・６年間活動を行ってきたことで、

糸島市子ども居場所「みなも」とし

て認知されてきましたので、名称に

ついてはそのまま使用したいと考え

ております。 

・ホームページについては、現在の

受託者が独自に開設いただいている

ものなので継続して使用することは

できません。新たにホームページを

開設していただくこととなります。

また、糸島市のホームページ上に外

部リンクとして掲載することを想定

しております。 

 



４  ④タブレット等の端末について 

・市から貸与される備品（ノートパ

ソコン等）の使用に加え、受託者が

独自に ICT機器を持ち込み、市のネ

ットワークとは切り離した環境で学

習支援等に活用することは可能でし

ょうか。また、ノートパソコンにつ

いては、年式が古く OSもアップル

製であるため、リース等を行うこと

は可能でしょうか？ 

 

・みなも内の WiFiであれば、通常

のネットワークと同様であるため、

接続させて問題はありません。 

・また、受託業者が独自リース会社

等と契約し、パソコンをリースされ

ることも問題ありません。 

５ ７ 運営業務

内容（２） 

⑤居場所運営業務（移動型）の実施

場所と地域資源の活用について 

・仕様書にあるコミュニティセンタ

ー等に加え、地域の商店街や農園、

民間の空きスペースなど、多様な地

域資源を活用した活動を提案するこ

とは可能でしょうか。またその際に

支払う賃料や謝金を予算に計上する

ことは可能でしょうか？ 

 

・令和８年度の移動型の活動場所に

ついては、年間でスケジュールを組

む予定としておりますので糸島市内

のコミュニティセンターや市の施設

で実施したいと思います。 

ただ、令和９年度以降は、移動型

運営に関する情報提供がホームペー

ジ等で円滑に行われるようになれ

ば、活動場所を変更することは可能

であると考えています。 

６ ６従事者の配

置人員及び資

格要件 

⑥本事業における人員配置について 

・仕様書では常勤・非常勤等の記載

がありますが、ア：常勤の定義は週

4日勤務する職員という認識で問題

ないでしょうか？イ：複数の非常勤

職員を組み合わせた常勤換算による

配置は可能でしょうか。 

 

ア：問題ありません。 

イ：本業務における人員配置につい

ては、仕様書記載のとおり、「常に

２人以上の従事者」であり、常勤・

非常勤を問うことはありません。 

７ ４履行場所

（２） 

⑦移動型居場所の実施場所について 

・具体的な候補施設や想定エリアが

あればご教示ください。 

 

・移動型の実施場所については、糸

島市内の志摩地区以外のすべてのコ

ミュニティセンターを想定しており

ます。令和８年４月から６月の間で

いつどの場所を利用するか調整を行

う予定としております。 

 


